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  令和８年度青森県立保健大学研究生・外国人研究生募集要項  
 

 令和８年度の青森県立保健大学健康科学部における研究生・外国人研究生の募集は下記に

より実施しますので、出願される方は下記の募集要項に従って手続きをしてください。 

 

１．募集人数 

若干名 

 

２．出願資格 

【研究生】 【外国人研究生】 

次のいずれかに該当する者 

（１）学校教育法第83条に規定する大学

を卒業した者（令和８年３月卒業見込

みの者を含む） 

（２）本学において大学卒業と同等以上の

学力があると認めた者 

次のいずれかに該当する者であって、か

つ、研究に支障のない程度の日本語能力

（日本語能力試験N2レベル相当以上）

を有する者。 

（１）学校教育法第83条に規定する大学

を卒業した者（令和８年３月卒業見込

みの者を含む） 

（２）外国において学校教育における１６

年の課程を修了した者（令和８年３月

卒業見込みの者を含む） 

 

３．出願資格認定審査 

研究生、外国人研究生のいずれも、出願資格の（２）に該当すると思われる方は、資格認

定審査を行いますので、次の期日までに本学教務学生課に申し出て指示を受けてください。 

 ４月入学 １０月入学 

令和７年11月14日（金） 令和８年５月29日（金） 

 

４．入学の時期及び研究期間 

（１）入学の時期は、令和８年４月又は令和８年１０月とします。 

（ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りではありません。） 

（２）研究期間は、１年以内とします。 

（ただし、特別の理由があるときは、延長を認める場合があります。） 

 

５．選考方法 

書類審査及び面接により選考します。 

 

６．出願受付期間 

出願書類は、本学教務学生課へ直接持参するか、出願期間内に到着するよう郵送（書留

速達）してください。 

  受付時間は、８：３０～１７：１５（ただし土、日曜日及び祝祭日を除く）です。 

 ４月入学 １０月入学 

令和７年12月１日（月）から 

令和７年12月５日（金）まで 

令和８年６月15日（月）から 

令和８年６月19日（金）まで 
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７．出願書類 

  次の各号に掲げる書類等を提出してください。 

【研究生】 【外国人研究生】 

（１）研究生入学願書（様式１号） 

（２）履歴書（様式２号） 

（３）最終出身学校の卒業証明書及び学業

成績証明書もしくはこれに類するも

の（本学に在籍したことのある者で過

去に提出済みの証明書は省略可とし

ます。） 

（４）看護職、理学療法職、社会福祉職、

栄養職の免許又は資格を有する者は、 

当該免許証・資格の写し（コピー可） 

（５）研究計画書（様式３号） 

（６）小論文（様式４号。事前に指導教員

から指示のあった課題について１

０００字程度でまとめて提出して

ください。） 

（７）入学検定料９，８００円の振込書控

の写し（本学指定口座に振り込

み済みのもの。） 

（8）返信用封筒（角形２号封筒に本人の

宛先を明記の上、８３０円切手（簡易

書留・速達料金含む）を貼付してくだ

さい。） 

 

（１）研究生入学願書（様式１号） 

（２）履歴書（様式２号） 

（３）最終出身学校の卒業証明書及び学業

成績証明書若しくはこれに類するも

の 

注 1）日本語以外の言語で作成された証

明書の場合は、日本語訳文を添えて

提出してください。 

注 2）本学に在籍したことのある者で過

去に提出済みの証明書は省略可と

します。 

（４）在留カード（写し） 

（５）看護職、理学療法職、社会福祉職、

栄養職の免許又は資格を有する者は、 

当該免許証・資格の写し（コピー可） 

（６）研究計画書（様式３号） 

（７）小論文（様式４号。事前に指導教員

から指示のあった課題について日

本語１０００字程度でまとめて提

出してください。） 

（８）日本国内における保証人の身元引受

書（様式５号） 

（９）本学在学中の授業料、生活維持費等

の支払いを確実に負担できることを

明らかにする書類（専ら研究活動に従

事することが担保できるための書類） 

（１０）日本語能力を明らかにすることが

できる書類（日本語能力試験の成績証

明書など） 

（１１）入学検定料９，８００円の振込書

控の写し（本学指定口座に振り込み済

みのもの。） 

（１2）返信用封筒（角形２号封筒に本人

の宛先を明記の上、８３０円切手（簡

易書留・速達料金含む）を貼付してく

ださい。ただし、日本国外への郵送が

必要な場合は、事前に事務局教務学生

課に相談してください。） 
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８．出願手続上の留意事項 

（１）出願の前に、研究の指導教員となるべき教員を定めて、その教員から内諾を得てくだ

さい。本学各教員の研究領域についてご存知ない方は、事務局教務学生課で確認してく

ださい。 

（２）必要な書類がすべてそろっていない場合には受付することができませんので、出願の

際には十分確認をしてください。 

（３）出願後に住所、電話番号等連絡先に変更があった場合は、速やかに連絡してください。 

（４）身体障害等を有する者で修学上特別な配慮が必要な場合は、あらかじめ相談してくだ

さい。 

（５）入学検定料振込先 

   振込手数料は自己負担となります。 

金融機関名 青森みちのく銀行 浜館支店    

預金種類  普通預金 

口座番号  １０９７９１２      

口座名義  公立大学法人青森県立保健大学 

 

９．面接予定日 

連絡調整の上、下記期間から実施日時を決定します。 

４月入学 １０月入学 

令和７年１２月15日（月）から 

令和７年１２月19日（金）まで 

令和８年６月29日（月）から 

令和８年７月３日（金）まで 

 

10．選考結果の通知 

選考結果は下記日程で郵送により通知します。電話等による問い合わせには応じませ

んので注意してください。 

４月入学 １０月入学 

令和８年１月2８日（水）頃発送予定 令和８年７月２９日（水）頃発送予定 

注）１月３０日（金）又は７月３１日（金）を過ぎても結果が到着しない場合は、事務局

教務学生課まで連絡してください。 

 

11．入学手続 

（１）日程 

４月入学 １０月入学 

令和８年１月2８日（水）から 

令和８年２月３日（火）まで 

令和８年７月２９日（水）から 

令和８年８月４日（火）まで 
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（２）提出書類 

提出書類は、本学教務学生課へ直接持参するか、入学手続き期間内に到着するよう郵

送（書留速達）してください。 

     受付時間は、８：３０～１７：１５（ただし土、日曜日及び祝祭日を除く）です。     

 

① 誓約書・保証書（本学所定の様式による。選考結果の通知の際に送付します。） 

② 学生個人票（本学所定の様式による。選考結果の通知の際に送付します。） 

③ 入学料８４，６００円の振込書控の写し（本学指定口座に振り込み済みのもの。）  

    

（３）入学料振込先 

   振込手数料は自己負担となります。 

金融機関名 青森みちのく銀行 浜館支店  

預金種類  普通預金 

口座番号  １０９７９２５ 

口座名義  公立大学法人青森県立保健大学 

      

12．入学許可書の交付 

入学手続が完了後、下記日程で入学許可書を郵送により交付します。電話等による問い

合わせには応じませんので注意してください。 

４月入学 １０月入学 

令和８年２月13日（金）頃発送予定 令和８年８月14日（金）頃発送予定 

注）２月18日（水）又は８月19日（水）を過ぎても結果が到着しない場合は、事務局

教務学生課まで連絡してください。 

 

13．授業料 

   月額 ２９，７００円 

   入学後研究期間分をまとめて納付していただきます。 

   納入方法等については、入学後お知らせします。 

   ※在学中に授業料が改定された場合は、改定時から新授業料が適用されます。 

 

14．問い合わせ先 

青森県立保健大学 教務学生課 

〒０３０－８５０５ 

住所 青森市大字浜館字間瀬５８－１ 

電 話 ０１７－７６５－２００７（教務学生課直通） 

ＦＡＸ ０１７－７６５－２１８８ 

 

15．その他 

（１）いったん提出された書類及び納入された納付金は、いかなる理由があっても返還いた

しません。 

（２）入学許可を受けた者が出願資格を失った場合は、入学許可を取り消します。 

（３）入学許可後であっても、出願書類や受験に不正があったと認められた場合は、入学許

可を取り消します。 

 


